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規 則

　川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規

則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成24年２月22日

 川崎市長　阿　部　孝　夫　　

川崎市規則第４号

　　　川崎市公害防止等生活環境の保全に関する

　　　条例施行規則の一部を改正する規則

　川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規

則（平成12年川崎市規則第128号）の一部を次のように

改正する。

　別表第11の1, １－ジクロロエチレンの項中「0.2ミリ

グラム」を「１ミリグラム」に改める。

　別表第12第１項中「付表７」を「付表９」に改める。

　別表第16の1, １－ジクロロエチレンの項中「0.02ミ

リグラム」を「0.1ミリグラム」に改める。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市特定非営利活動促進法施行細則の一部を改正す

る規則をここに公布する。

　　平成24年２月29日

 川崎市長　阿　部　孝　夫　　

川崎市規則第５号

　　　川崎市特定非営利活動促進法施行細則の一

　　　部を改正する規則

　川崎市特定非営利活動促進法施行細則（平成22年川崎

市規則第４号）の一部を次のように改正する。

　題名の次に次の目次及び章名を付する。

目次

　第１章　総則（第１条）

　第２章　特定非営利活動法人（第２条～第19条）

　第３章　 認定特定非営利活動法人及び仮認定特定非営

利活動法人（第20条～第34条）

　第４章　雑則（第35条～第41条）

　附則

　　　第１章　総則

　第１条中「及び特定非営利活動促進法施行条例（平成

10年神奈川県条例第37号。以下「県条例」という。）の

施行」を「の実施」に、「県条例に」を「川崎市特定非

営利活動促進法施行条例（平成23年川崎市条例第34号。

以下「条例」という。）に」に改め、同条の次に次の章

名を付する。

　　　第２章　特定非営利活動法人

　第２条の見出しを「（設立の認証申請）」に改め、同条

第１項中「県条例」を「条例」に改め、同条第２項中「に

規定する書類のうち、」を「の規定により添付する」に、

「には、それぞれ副本１通」を「は、それぞれ２部」に

改め、同条第３項を次のように改める。

３ 　条例第２条第５項に規定する規則で定める軽微な不

備は、計算違い、誤記、誤植又は脱字とする。

　第２条に次の２項を加える。

４ 　法第10条第３項の規定による補正は、補正後の申請

書又は法第10条第１項各号に掲げる書類を添付した補

正書（第２号様式）を市長に提出して行うものとする。

５ 　第２項の規定は、前項の補正書に添付する書類につ

いて準用する。

　第３条を次のように改める。

　（設立の認証等の通知）

第 ３条　法第12条第３項の規定による認証の決定をした

旨の通知は特定非営利活動法人設立認証通知書（第３

号様式）により、同項の規定による不認証の決定をし

た旨の通知は特定非営利活動法人設立不認証通知書

（第４号様式）により、行うものとする。

　第４条及び第５条を削る。

　第６条の見出しを「（設立登記の届出）」に改め、同条

中「の届出書」を「の規定による届出」に、「第４号様式）」

を「第５号様式）を市長に提出して行うもの」に改め、

同条に次の２項を加える。

２ 　法第13条第２項の規定により添付する登記事項証明

書には、写しを添付しなければならない。

３ 　法第13条第２項の規定により添付する財産目録は、

２部を添付しなければならない。

　第６条を第４条とする。

　第７条第１項中「第５号様式」を「第６号様式」に改

め、同条第２項を次のように改める。

２ 　法第23条第１項の規定により添付する変更後の役員

名簿は、２部を添付しなければならない。

　第７条を第５条とする。

　第８条の見出しを「（定款の変更の認証申請）」に改

め、同条第１項中「県条例第５条」を「条例第５条第１

項」に、「第６号様式」を「第７号様式」に改め、同条

第２項中「前項の定款変更認証申請書に添付する書類の

うち、」を削り、「収支予算書」を「活動予算書」に、「には、

それぞれ副本１通」を「は、それぞれ２部」に改め、同


